
村民の皆様へ

平成２１年４月より「もやさないごみ」の分別方法が変わります

問い合わせ先：役場住民課住民係（電話４２－１６１８）

ナイロン・ビニール・プラスチック類のおもちゃ、衣類（化せん類）
セトモノ、陶器、カーテン、ガラス、なべ、ビニールマット、貝殻
ビニール袋、ナイロン袋、ボールペン、小型の金物類、乾電池
スプレー缶、ガスボンベ、焼却灰、その他プラスチック製品など

ナイロン・ビニール・プラス
チック類のおもちゃ、カーテン
衣類（化せん類）、ビニール袋
ナイロン袋、ボールペン
ビニールマット、その他プラ
スチック製品など

セトモノ、陶器、割れたビン類

ガラス、なべ、小型の金物類

スプレー缶、ガスボンベ

乾電池、焼却灰、貝殻など

（現在の青色の袋） （新しいオレンジ色の袋）

従来 平成２１年３月まで

平成２１年４月から２種類に分かれます。

（※燃えないもの） （※燃えるもの）

注１ どちらも「もやさないごみ」の日に収集します。

注２ 農業用ビニールなどは入れられません。

注３ ごみダイエットマスター認定のプラ容器包装リサイクルは
今まで通り行います。

３月より村指定ごみ袋販売店で販売しています

（１束１０枚入りで５００円）


